
 
 

契 約 書（案）  
 
 
１ 契約の名称  
    「令和８年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視(小笠原諸島森林生態系保

全センター)」（以下「委託事業」という。）  
 
２ 予定金額  ￥４０３ ,２００－（うち消費税￥３６ ,６５４－） 父島  
             （１日当たり￥１６ ,８００－）  
        ￥４０３ ,２００－（うち消費税￥３６ ,６５４－） 母島  
             （１日当たり￥１６ ,８００－）  
                        
                        
 
３ 契約期間  自 令和８年 月  日（ ）から  
        至 令和９年３月１９日（金）まで  

（父島：全２４日  母島：全２４日）  
 
  上記について、支出負担行為担当官 関東森林管理局長 松村 孝典（以下「発

注者」という。）と○○○○ ○○○○（以下「受託者」という。）は、次の条項

により委託契約を締結し、その証として本書２通を作成し、双方記名押印のうえ各

自１通を保有するものとする。  
 
 
 
 
 
 
 
 
令和８年 月 日  
 

発注者  
（住所） 前橋市岩神町４丁目１６番２５号  
（氏名） 支出負担行為担当官  

関東森林管理局長   松村 孝典  印  
 
 

受託者  
（住所）  
（氏名）                  印  

 
 
 



契 約 条 項  
 
（実施する委託事業）  
第１条 発注者は、委託事業の実施を受託者に委託し、受託者は、巡視実施報告書  
（様式１、様式２、様式３、様式４）を原則として毎月発注者に提出するものとす

る。  
 
（委託事業の遂行）  
第２条 受託者は、委託事業を別添「令和８年度希少野生生物保護管理対策（植物

等）に係る巡視計画」（以下「業務内容等」という。）に記載された業務内容等

に従って実施しなければならない。当該業務内容等が変更されたときも同様とす

る。  
 
（契約保証金）  
第３条 会計法（昭和２２年法律第３５号）第２９条の９第１項に規定する契約保

証金の納付は、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第１００条の

３第３号の規定により免除する。  
 
（再委託の制限）  
第４条 受託者は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、

又は請け負わせてはならない。  
  なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定

及び技術的判断等をいうものとする。  
 
（監督）  
第５条 発注者は、この委託事業の適正な履行を確保するために監督をする必要が

あると認めたときは、発注者の命じた監督のための職員（以下「監督職員」とい

う。）に監督させることができるものとする。  
２ 前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとする。 
３ 受託者は、発注者（監督職員を含む。）から監督に必要な工程表等の提出を求

められた場合は、速やかに提出するものとする。  
 
（検査）  
第６条 発注者は、巡視実施報告書の提出を受けたときは、遅滞なく当該委託事業

が契約の内容に適合するものであるかどうかの検査を行うものとする。  
 
（委託費の支払い）  
第７条 受託者は、毎月１回所定の手続きにより、委託費の支払いを発注者に請求

できるものとする。  
２ 発注者は、前項の適法な支払請求書を受理したときは、その日から３０日以内

に受託者に委託費を支払うものとする。  
 
（委託事業の中止等）  
第８条 受託者は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困

難となったときは、委託事業中止申請書（様式５）を発注者に提出し、発注者と

受託者とが協議の上、契約を解除又は契約の一部変更を行うものとする。  



（業務内容等変更）  
第９条 受託者は、前条に規定する場合を除き、業務内容等に記載された委託事業

の内容を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書（様式６）１部

を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。  
２ 発注者は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。  
３ 発注者は、巡視対象種の生息状況等の変化、天候不良や災害などの理由により

業務内容等の変更を指示する場合がある。  
 
（履行遅滞に係る損害金等）  
第１０条 受託者の責に帰すべき事由により履行期間内に委託事業を完了すること

ができない場合は、発注者は、損害金の支払を、受託者に書面により請求するこ

とができる。  
２ 前項の損害金の額は、委託費に対し、遅延日数に応じ、民法第 404 条に規定す

る法定利率の割合で計算した額とする。  
３ 発注者の責に帰すべき事由により第７条第１項の規定に基づく委託費の支払が

遅れた場合においては、受託者は、当該委託費に対し、遅延日数に応じ、支払遅

延防止法第８条第１項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息

の支払を発注者に書面により請求することができる。  
 
（契約の解除等）  
第１１条 発注者は、受託者がこの契約に違反した場合は、契約を解除し又は変更

し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を受託者に請求することができ

る。  
 
（違約金）  
第１２条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者は受託者に対し、 

違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する額を請求することができる。  
  (1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合  
  (2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によ

って受託者の債務について履行不能となった場合  
２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合 

とみなす。  
  (1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16

年法律第 75 号）の規定により選任された破産管財人  
  (2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平

成 14 年法律第 154 号）の規定により選任された管財人  
  (3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平

成 11 年法律第 225 号）の規定により選任された再生債務者等  
３ 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより受託者に生 

じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。  
 
（談合等の不正行為に係る解除）  
第１３条 発注者は、この契約に関し、受託者が次の各号の一に該当するときは、

契約の全部又は一部を解除することができる。  
  (1) 公正取引委員会が、受託者又は受託者の代理人に対して私的独占の禁止及び

公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」



という。）第７条又は第８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行

為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２

第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に

よる課徴金納付命令を行ったとき又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の

７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。  
  (2) 受託者又は受託者の代理人（受託者又は受託者の代理人が法人にあっては、

その役員又は使用人を含む。）が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の

６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項

第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。  
２ 受託者は、この契約に関して、受託者又は受託者の代理人が前項各号に該当し

た場合には速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければなら

ない。  
 
（談合等の不正行為に係る違約金）  
第１４条 受託者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が

前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の１０

０分の１０に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなけ

ればならない。  
  (1) 公正取引委員会が、受託者又は受託者の代理人に対して独占禁止法第７条又

は第８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）

の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。  
  (2) 公正取引委員会が、受託者又は受託者の代理人に対して独占禁止法第７条の

２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定

による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。  
  (3) 公正取引委員会が、受託者又は受託者の代理人に対して独占禁止法第７条の

４第７項又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通

知を行ったとき。  
  (4) 受託者又は受託者の代理人（受託者又は受託者の代理人が法人にあっては、

その役員又は使用人を含む。）に係る刑法第９６条の６若しくは第１９８条又

は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑

が確定したとき。  
２ 受託者は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当する

ときは、前項の契約金額の１００分の１０に相当する額のほか、契約金額の１０

０分の５に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなけれ

ばならない。  
  (1) 前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第

１項の規定の適用があるとき。  
  (2) 前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、受託者又は受託者の代理

人（受託者又は受託者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含

む。）が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。  
  (3) 受託者が発注者に対し、独占禁止法に抵触する行為を行っていない旨の誓約

書を提出しているとき。  
３ 受託者は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。 
４ 第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超

過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨

げない。  



（属性要件に基づく契約解除）  
第１５条 発注者は、受託者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら

の催告を要せず、本契約を解除することができる。  
  (1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所を

いう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に

関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力

団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員

をいう。以下同じ。）であるとき。  
  (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると

き。  
  (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与

しているとき。  
  (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用す

るなどしているとき。  
  (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

とき。  
 
（行為要件に基づく契約解除）  
第１６条 発注者は、受託者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する

行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。  
  (1) 暴力的な要求行為  
  (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為  
  (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為  
  (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為  
  (5) その他前各号に準ずる行為  
 
（表明確約）  
第１７条 受託者は、第１４条の各号及び第１５条各号のいずれにも該当しないこ

とを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。  
２ 受託者は、前２条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」と

いう。）を再受託者等（再委託の相手方及び再委託の相手方が当該契約に関して

個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確

約する。  
 
（損害賠償）  
第１８条 発注者は、第１１条、第１５条及び第１６条の規定により本契約を解除

した場合は、これにより受託者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償する

ことは要しない。  
２ 受託者は、発注者が第１１条、第１５条及び第１６条の規定により本契約を解

除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものと

する。  
 



（不当介入に関する通報・報告）  
第１９条 受託者は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治

運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下

「不当介入」という。）を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、

これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するととも

に、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。  
 
（著作権等）  
第２０条 受託者は、委託事業により納入された著作物に係る一切の著作権（著作

権法（昭和４５年法律第４８号）第２７条及び第２８条に規定する権利を含む。）

を、著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとし、発注者の行為につい

て著作者人格権を行使しないものとする。  
２ 受託者は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作

権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の

負担を含む一切の手続きを行うものとする。  
３ 受託者は、発注者が著作物を活用する場合及び発注者が認めた場合において第

三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費

用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、発注

者は受託者と協議の上、その利用の取り決めをするものとする。  
４ この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の

紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら発注者の責めに帰す場合を除き、

受託者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、発

注者は係る紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上

の防衛を受託者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。  
 
（物品管理）  
第２１条 受託者は、委託費により購入した物品を、善良なる管理者の注意をもっ

て管理し、損傷等により使用できなくなった場合は、使用不能報告書（別記様式

１）により報告し、発注者の指示を受けなければならない。  
２ 受託者は、委託費により購入したる物品について、委託事業により取得したも

のである旨の標示（別記様式２）をするとともに、委託事業ごとに管理簿（別記

様式３）に登録しなければならない。この場合において、受託者は、管理簿（写

し）を委託事業実績報告書提出の際に併せて提出するものとする。  
３ 発注者は、委託事業終了後、委託事業により購入した物品について、その返還

（以下「引渡し」という。）の要否を決定し、引渡しを要するものと指定した場

合は、引渡日時、引渡場所等引渡しに必要な事項を定め、その旨受託者に指示す

るものとする。ただし、受託者において、委託費により購入した物品を同種の事

業で継続して使用したい場合は、継続使用申出書（別記様式４）により申し出て

発注者の承認を受けなければならない。  
４ 受託者は、発注者から前項の指示を受けた場合においては、その指示に従わな

ければならない。  
５ 受託者の取得物品の引渡しに要する費用は受託者の負担とする。  
６ 受託者は、当該物品を返還するに当たり、発注者が当該物品の使用・保管場所

を決定するまでの間、無償で保管するものとする。  
７ 委託事業終了後、委託費により購入した物品のうち返還を要しないものとして

発注者が指定し受託者が売払処分等により収益を得た場合は、受託者は収益納付



報告書（別記様式５）により発注者に報告し、発注者からの収益納付指示書（別

記様式６）による指示に従い収益を国庫に納付しなければならない。  
 
（委託事業の調査）  
第２２条 発注者は、必要があると認めたときは、委託事業の実施状況、その他必

要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、受託

者はこれに応じなければならないものとする。  
 
（秘密の保持等）  
第２３条 受託者は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間

にかかわらず第三者に漏らしてはならない。  
２ 受託者は、この委託事業に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸

出ししてはならない。  
 
（安全等の確保）  
第２４条 受託者は、本委託事業の実施に際しては、本委託事業関係者だけでなく、

付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事

項を遵守しなければならない。  
(1) 受託者は、常に巡視の際の安全に留意し、災害の防止を図らなければならな

い。  
(2) 受託者は、巡視現場に別途調査又は工事等が行われる場合は、相互協調して

業務を遂行しなければならない。  
(3) 受託者は、巡視実施中、公衆の迷惑となるような行為や調査をしてはならな

い。  
２ 受託者は、巡視の実施に当たり、事故等が発生しないよう巡視業務担当者に安

全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。  
３ 受託者は、本委託事業の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の

自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立してお

かなければならない。災害発生時においては第三者及び巡視業務担当者の安全確

保に努めなければならない。  
４ 受託者は、巡視の実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に連絡す

るとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに発注者に提出

し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。  
５ 受託者は、調査が完了したときには、使用した機材等を撤去し現場を清掃しな

ければならない。  
 
（事故の責任）  
第２５条 委託事業実施中において、受託者の原因により発生した事故に対しては、

発注者は、何らの責任を負わないものとする。  
 
（疑義の解決）  
第２６条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、発注者と受託

者とが協議の上、解決するものとする。  



〔様式 1〕 

                                      小笠原諸島森林生態系保全センター確認欄 

 

 所  長 

 

生態系保全係長 

 

 主  査 

 

 

 

 

 

 

 

 

「令和８年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視」実施報告書 

               （    月分） 

 

                                                  令和  年  月  日 

    関東森林管理局長 あて 

    （小笠原諸島森林生態系保全センター所長経由） 

 

                                         巡視者            

 

所  属 

 

     小笠原諸島森林生態系保全センター 

 

実施期間 

 

   令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

 

 

実施人員 

 

 

 

  区   分 

 

延人員(人) 

 

    備       考     

 

保全センターの職員 

 

 

 

 

 

自然保護管理員 

 

 

 

 

 
 区分 

 
  巡視月日  

 
       巡  視  内  容       

 
 
 
動 物 

（鳥 類） 
（昆虫類） 
 
 

 
   月   日 

 
 

 
     月   日 

 
 

 
     月   日 

 
 

 
     月   日 

 
 

 
 
 
 植 物 
 
 
 

 
     月   日 

 
 

 
     月   日 

 
 

 
     月   日 
 

 
 
 

（注）巡視日誌（様式 2）を集約し、原則として毎月提出する。 



〔様式 2〕 

 

「令和８年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視」日誌 

                （    月分） 
 
 

 
所属 

 
小笠原諸島森林生態系保全センター 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
日 

 
曜日 

 
天候 

 
林小班 

 
巡視者氏名 

 
人数(人) 

 
   特 記 事 項    

 
１ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
２ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
３ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
４ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
５ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
６ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
７ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
８ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
９ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
11 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
13 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
14 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
15 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
16 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
17 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
18 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
19 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
20 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
21 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
22 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
23 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
24 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
25 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
26 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
27 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
28 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
29 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
30 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
31 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                計 

 
 

 
 

 
（注）巡視実施報告書（様式 1）に添付し、原則として毎月提出する。 
 



〔様式 3〕 

 

「令和８年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視」野帳（鳥類及び昆虫類） 
 
所属 

 
小笠原諸島森林生態系保全センター 

 
巡視年月日：令和  年  月  日の   時  分から  時  分まで 
 
巡視場所： 

 
天気： 

 
観察地点 

 
観 察 種 

 
 観察数(S、V、C別)と行動(何をしたか、観察場所、樹種等) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

（注）① 巡視を実施した日毎に、観察地点を示した図とともに作成する。 

   ② 巡視日誌(様式 2)に観察地点図とともに添付し、原則として毎月提出する。 

 



〔様式 4〕 

 

「令和８年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視」野帳（植物） 

 

 

 

 

所属 

 

小笠原諸島森林生態系保全センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巡視年月日：令和   年   月   日 

 

天 気：              

 

巡視場所： 

 

観 察 種： 

 

        観   察   内   容  （現況等）        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 巡視日誌(様式 2)に添付し、原則として毎月提出する。 



〔様式 5〕 

「令和８年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視」中止申請書 

 

                                                  令和  年  月  日 

 

  支出負担行為担当官 

    関東森林管理局長 あて 

 

                            （受託者）住所 

                                      氏名              印 

 

 令和  年  月  日付け契約の「令和８年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視(小

笠原諸島森林生態系保全センター)」の委託について、下記のとおり中止したいので、契約条

項第８条の規定により申請します。 

 

記 

１ 委託事業中止の理由 

 

 

２ 中止しようとする以前の事業実施状況 

 (1) 事業について 

 

 (2) 経費について 

 

 (3) 経費支出状況  
 
 
区 分 
 

 
  月  日 
 
現在支出済額 

 
 
残  額 
 

 
 
支出予定額 
 

 
中止に伴う 
 
不 要 額 

 
 
備  考 
 

 
 
 
 

 
          円 
 
 

 
      円 
 
 

 
        円 
 
 

 
        円 
 
 

 
 
 
 

 

３ 中止後の措置 

 (1) 事業について 

 

 (2) 経費について 

 

 (3) 経費支出予定明細 
 
 
区 分 
 

 
 
支出予定額 
 

 
   算  出  基  礎   

 
     
 備  考 
 

 
名 称 

 
数 量 

 
単 価 

 
金 額 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
   円 
 
 

 
    円 
 
 

 
 
 
 

 



〔様式 6〕 

 

「令和８年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視」計画変更承認申請書 

 

                                                  令和  年  月  日 

 

  支出負担行為担当官 

    関東森林管理局長 あて 

 

                            （受託者）住所 

 

                                      氏名              印 

 

 

 令和  年  月  日付け契約の「令和８年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視(小

笠原諸島森林生態系保全センター)」の委託について、下記のとおり変更したいので、契約条

項第９条の規定により承認されたく申請します。 

 

記 

 

１ 変更の理由 

 

 

 

２ 変更する事業計画又は事業内容 

 

 

 

３ 変更経費区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注） 記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書に記載された内   

 容を準用し、変更に係る部分についてのみ当初計画（括弧で上段黒字書）と、変更計画（下

段黒字裸書）を明確に区分して記載すること。 



（別記様式１） 

 

使 用 不 能 報 告 書 

 

                                                              番     号 

                                                          年  月  日 

 

  支出負担行為担当官 

    関東森林管理局長 あて 

 

                     （受託者）住所  

                               氏名  

 

 

 令和  年 月 日付け契約の「令和８年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視(小笠原

諸島森林生態系保全センター)」により取得した物品について、下記の理由により使用できな

くなった旨報告します。 

 

                                    記 

 

１ 委託事業により取得した物品 

 

品 目 

 

 

規格 

 

 

数量 

 

 

購入年月日 

 

 

耐用年数 

 

購入実績
 

 

 

備考 

 単価 金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 使用できなくなった理由 

 



（別記様式２） 

 

【物品標示例】 

物品標示票 

委託事業名 

 

 

令和８年度希少野生生物保護管理対策

に係る巡視(小笠原諸島森林生態系保

全センター) 

品   名  

物品番号  

取得年月日         年    月    日 

備      考  

 

 

 

 

（別記様式３） 

 

【物品管理簿例】 

 

品名 
 
 

 

規格 
 
 

 

員数 
 
 

 

購入金額 

使用 

目的 

 
 

取得 

年月日 

 
 

耐用

年数
 

 
 

 保管 

 場所 

 
 

事業終了 

後の措置 
状況 
 

 

備考 
 
 

単価 
 

金額 
 

           

           

           

           

           

           

           

  （注）取得年月日欄には取得物品の研修を行った年月日、耐用年数欄には減価償却資産の

耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に規定する耐用年数を、事業

終了後の措置状況欄には委託事業終了後に行った処分等（国へ引き渡し、継続使用、

廃棄等）を記載すること。 

    備考欄には、物品番号その他必要な事項を記載すること。 

 

 



（別記様式４） 

 

継 続 使 用 申 出 書 

 

                                                              番     号 

                                                          年  月  日 

 

  支出負担行為担当官 

    関東森林管理局長 あて 

 

                     （受託者）住所  

                               氏名  

 

 

 令和  年 月 日付け契約の「令和８年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視(小笠原

諸島森林生態系保全センター)」により取得した物品について、下記の理由により継続使用い

たしたく申し出ます。 

 

                                    記 

 

１ 継続使用を要する物品 

 

品 目 

 

 

規格 

 

 

数量 

 

 

購入年月日 

 

 

耐用年数 

 

購入実績
 

 

 

備考 

 単価 金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 同種の事業の目的、事業内容 

（１）目的 

 

（２）事業内容 

 

（３）継続使用する理由 

 

 

 

（注）継続使用申出書は、委託事業実績報告書提出の際に併せて提出する、 



（別記様式５） 

 

収 益 納 付 報 告 書 

 

                                                              番     号 

                                                          年  月  日 

 

  支出負担行為担当官 

    関東森林管理局長 あて 

 

                     （受託者）住所  

                               氏名  

 

 

 令和  年 月 日付け○○○第○○号の引渡不要通知書を受け、取得物品を売払処分し

たところ、収益を得たことを報告します。 

 なお、収益額は、指示により国庫に納付します。 

 

                                    記 

 

１ 収益を得た物品 

 

品 目 

 

 

規格 

 

 

数量 

 

 

購入年月日 

 

 

耐用年数 

 

購入実績
 

 

 

備考 

 単価 金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 売払処分等年月日 

      令和  年  月  日 

 

３ 売払処分等の金額 

             円 

 

４ 売払処分等の種別 

   売払い又は賃貸借 

 



（別記様式６） 

 

収 益 納 付 指 示 書 

 

                                                              番     号 

                                                          年  月  日 

 

  （受託者）住所 

            氏名             殿 

 

                         支出負担行為担当官 

 関東森林管理局長 松村 孝典     

 

 

 

 令和  年 月 日付け○○○第○○号をもって報告のあった収益納付について、収益金

相当額        円の納付を指示します。 

 なお、納付金は、別途歳入徴収官が発行する納入告知書により納入してください。 

 

 


